
第11章 在インドネシア日系企業が果たす“伴走者”としての役割 
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【要旨】 

本稿では、前半で、SMBCグループの取組として、グローバル事業部門の概要、マル

チフランチャイズ戦略、グループのインドネシアにおける活動を紹介する。また、後半

で、インドネシアのビジネス環境の概要、日本・中国・韓国との関わりを説明したうえ

で、現状の日本の立ち位置を踏まえた、インドネシアにおける今後の日本の戦略につい

て提言する。 

 戦略提言の1点目が、政府枠組みを通じた脱炭素関連分野での協業、2点目が、特定技

能人材の受け入れによる潜在労働力の活用、3点目が、「下流化」対象品目の加工の強化

である。以上、日本が強みをもつ分野で、これらの施策を官民一体となって進めること

の重要性について述べる。 

 

1. はじめに2 

 

 近年、東南アジアにおける日系企業の立場が変化しつつある。かつては、アジアをリード

する唯一無二の存在であったが、中国系・韓国系企業の台頭や、地域情勢の変化等により、

これまでの主導的な役割というよりはむしろ、一緒に汗をかいて、共に励まし、成長してい

くという、“伴走者”としての役割が求められてきている。 

 本稿では、前半でSMBCグループの取組として、グローバル事業部門の概要、マルチフラ

ンチャイズ戦略として、インドネシアにおける活動を紹介し、後半でインドネシアのビジネ

ス環境の概要、日本・中国・韓国との関わりを説明したうえで、現状の日本の立ち位置を踏

まえた、インドネシアにおける日本の戦略について提言する。 

 

2. SMBCグループの取組 

 

(1) グローバル事業部門 

 まずは、SMBCグループとしての取組を紹介する。図表1は、事業部門別の中期経営計画

と達成状況になっている。SMBCグループは、国内のリテール部門、ホールセール部門に加

え、国外のグローバル部門と、海外事業のマーケット（市場）部門という、4つの分野に分

かれている。うち、グローバル部門は、2024年度上期時点で業務純益2,623億円となってお

り、全体の業務純益の約4分の1を占めている。さらに、2026年3月期までの中期経営計画で

 
1 PT SBCS Indonesia 取締役社長 
2 本報告は、研究会で報告を行った 2024 年 12 月時点での情報にて執筆している。 
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は、グローバル部門の業務純益の目標を5,850億円とし、グループ全体の約3分の1を占める

までの成長を目指している。 

 

図表1 SMBCグループ：事業部門別の中期経営計画と達成状況 

 
（出所）三井住友フィナンシャルグループIRより筆者作成 

 

 次に、グローバル事業部門の貸出金残高について説明する。図表2では、アジア、米州（南

北アメリカ）、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）でそれぞれ伸びが見られ、2024年9月

末時点での貸出金残高は、約42兆円となっている3。預貸金の利回りについては、NIM（Net 

Interest Margin）が約2％弱と、国内の水準に比べて高くなっている。2024年3月末時点の貸出

金の国内・海外比率について、国内約62兆円、海外約44兆円と、約6対4の割合になっている

一方、預金の国内・海外比率については、国内約132兆円、海外約32兆円と、約8対2の割合

で、海外の方が預金は相対的に少ない。そして、図表3において、2024年9月末時点でのSMBC

グループのB/Sをみると、預金が約177兆円に対して、貸出金が約105兆円と、預貸率が約60％

となっている。同様にSMBCインドネシアのB/Sをみると、預金が約1.1兆円、貸出金が約1.7

兆円と、預貸率は約155％となっている。このような構成はどこの海外現地法人についても

同様であり、現地での預金が不足する一方、本国から貸出を送ったり、現地で社債を発行し

たりする、という状況が見られる。 

  

 
3 2024 年 9 月末時点の為替 142.73 円/ドルで計算。 

―　169　―



図表2 SMBCグループ：海外貸出金の状況 

 
（出所）三井住友フィナンシャルグループIRより筆者作成 

 

図表3 SMBCグループ、SMBCインドネシアのB/S 

 

（出所）三井住友フィナンシャルグループIR、SMBCインドネシアIRより筆者作成 

 

続いて、その他の日系企業を含めた海外進出の動向について説明する。図表4において、

海外全体では、2019年から2023年の間に、日系企業数は約7,900社増加している一方、在留

邦人は同期間において約11万6,000人減少した。インドネシアについても、日系企業数は173

社増えているが、在留邦人数は約4,000人減っている。この要因として、駐在員が2020年の

コロナ禍において一度帰国し、その後、本人あるいはその家族が戻って来ていないこと、派
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遣職員自体もコロナ禍の際に権限移譲をして、そのまま現地に任せるオペレーションをし

ているケースが多いこと、が挙げられる。さらに、日本の生産年齢人口が減少しており、派

遣する人材を確保するのが難しくなってきているという面もある。 

 

図表4 海外日系企業の動向 

 

（出所）外務省より筆者作成 

 

(2) マルチフランチャイズ戦略（特にインドネシア） 

本節では、SMBCグループのマルチフランチャイズ戦略について説明する。図表5のとお

り、SMBCグループにおけるマルチフランチャイズ戦略は、インドネシアに加え、インド、

ベトナム、フィリピンの4カ国が対象国となっている。従来、SMBCグループでは、日系企

業のサポートと、現地のコングロマリット、マルチフィナンシャルカンパニーといった大企

業を対象にしていたが、上記4カ国については、法人では大企業から中小・零細企業まで、

個人では富裕層からマス・中間層までを対象としている点に違いがある。なお、マルチフラ

ンチャイズ戦略の対象国は、それぞれの国の信用力を基に決定している。具体的には、経済

成長率、人口規模、民間信用の規模、銀行口座保有率、産業の投資率といった指標から総合

的に判断をおこなう。 
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図表5  SMBCグループ：マルチフランチャイズ戦略ポートフォリオ 

 
（出所）SMBCグループHPより筆者作成 
 

これらの国のうち、インドネシアについては、図表6のとおり、経済成長率は約5%という

高い水準で推移しており、銀行セクターにおいて、貸出金成長率は約10％、預金成長率は約

7％となっており、日本に比べて高い成長率を維持している。加えて、NIMを見ると、純金

利マージンで約4.6％となっており、これは、SMBCグループのグローバル事業全体のマージ

ン約2％と比較しても高い水準である。一方で、NPL（不良債権）比率は、比較的高めに推

移している。 

 

図表6  インドネシア銀行セクターの概要 

 
（出所）インドネシア中央統計庁、インドネシア中央銀行、インドネシア金融サービス庁より筆者作成 
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その上で、SMBCグループの中核企業、SMBCインドネシアの業績について説明する。図

表7において、2023年12月末時点の業務粗利益は1,278億円となっており、グループ全体の約

5％、グローバル事業部門の約11％を占めている。一方、純利益でみると、与信関係費用が

高く、ハイリスク・ハイリターンであることから、グループ全体の約3％、グローバル事業

部門の約8％に留まっている。 

なお、インドネシアでは4大銀行と呼ばれる銀行があり、うち3行が国営になっている。そ

の中で、SMBCインドネシアは、4大銀行の下の中堅行という位置付けである。SMBCインド

ネシアの貸出金については、イヤー・オン・イヤーで約16％増加している一方、預金は約4％

の増加に留まっており、インドネシアの銀行セクター平均の7％を下回っている。ただし、

利鞘の高い流動性預金は、増加傾向が見られる。 

 

図表7  SMBCグループ：SMBCインドネシアの概要 

 
（出所）SMBCグループIR、SMBCインドネシアHPより筆者作成 

 

3. インドネシアのビジネス環境 

 

(1) インドネシアの概要および日本、中国、韓国との関わり 

 本節では、インドネシアのビジネス環境について説明する。インドネシアは「ASEANの

大国」と呼ばれており、図表8のとおり、ASEANの中で全体の4割弱の人口と名目GDPを占

め、人口で2位のフィリピン、名目GDPで2位のタイに比べて倍の規模を誇っている。また、

国際社会における政策協調の場での役割も大きく、ASEAN事務局は、1976年2月にジャカル

タに設立された。また、インドネシアは、ASEAN地域外交を軸足にしつつも、多国間での

国際協調に貢献した実績が認められ、ASEAN唯一のG20参加国である。さらに、OECDは、

インドネシアとタイの加盟審査を開始しており、承認されれば、ASEAN諸国で初（アジア

では日韓のみ）となる。 
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図表8  インドネシアの概要 

 
（出所）外務省、日本貿易振興機構、インドネシア中央統計庁、インドネシア投資調整庁より筆者作成 

 

 外交面では、インドネシアは、1955年のバンドン会議以来、冷戦下で東西両陣営に属さな

い第三世界の「非同盟運動」を外交の基軸に、特定の国家と親しくするのではなく、すべて

の国家と平等な外交関係を保つ全方位外交を一貫して継続している。 

また、経済面では、図表9のとおり、中長期的に先進国入りを目指しており、1人当たりの

GNIベースで、4,870ドル（2023年時点）から、20年後には１万3,846ドル以上まで、3倍弱程

度増やして高所得国4となる目標を掲げている。各部門において、今後様々な施策が計画さ

れており、日系企業が同国で行う経済活動への期待も高まっている。 

 

図表9  インドネシアの長期国家開発計画（2025～2045）の主要戦略 

 
（出所）インドネシア国家開発省より筆者作成 
 

 
4 高所得国の基準は、世界銀行の 2023 年時点での基準。 
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 国内政治の観点からは、2024年にジョコ氏からプラボウォ氏へと、10年振りに大統領が変

わったが、プラボウォ政権はジョコ政権の経済・社会関連政策を概ね踏襲している。分野別

では、図表10のとおり、再生可能エネルギーへの移行推進、川下産業の育成、失業率改善な

どが挙げられる。具体的には、ネットゼロエミッション実現の加速化、エネルギーミックス

における再生可能エネルギー比率引上げを提言しているほか、天然資源関連の川下産業を

発展させ、農作物や水産物等にも対象を拡大することで、高付加価値産業の育成を進めると

している。また、1,900万人の雇用機会を創出し、失業率を引き下げる政策も掲げている。 

 

図表10 インドネシアのプラボウォ政権の主要政策 

 

（出所）インドネシア総選挙委員会より筆者作成 

 

通貨政策という観点からは、インドネシア政府は、国内取引におけるインドネシアルピア

での取引を義務付けているほか、アジア通貨危機をうけて外貨債務に対するヘッジ規制を

設けている。また、各国と通貨スワップ協定を結ぶことで、国外取引においてもインドネシ

アルピア建て取引を促進している。 

各通貨建て取引の課題については、インドネシア／ドルの取引はニューヨーク市場での

決済となるため時間がかかってしまうことなどが挙げられる。一方で、インドネシアルピア

／円の取引の課題として、日本円の金利が低く他の通貨と比較して競争優位性が低いこと、

ドルを介したインドネシアルピア／円の交換レートと直接交換のレートにそれほど大きな

差がないこと、また、日本から円を送金する際に確証5が必要になる場合があるなど実務的

な障害が挙げられる。 

しかし、これらの要因よりも、企業の事業戦略や立地戦略が通貨選択に対して与える影響

の方が大きいと考えられる。具体的には、一般的な企業の取引においては円やインドネシア

 
5 日本とインドネシアの直接交換取引における規制上、スペキュレーションを回避し、実需に伴った取引

を行うことを目的として、一定額を超える取引については、事業者から当局に対してインボイス等の確証

（実需証明資料）の提出が求められている。同様の観点から、日本側でルピアをインドネシアに送金する

際に、ルピアを購入する理由について、当局へ申告する必要がある。 
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ルピアを用いるケースが多い一方、統括現地法人をシンガポールやタイなどに置いている

企業は基軸通貨としてのドルを用いているケースが多いことが知られている。今後、通貨選

択のトレンドがどのように変化するかは、このような企業のグローバルな事業展開に大き

く依存すると考えられる。 

 日本からインドネシアへの経済貢献という観点からは、公的供与が端緒となり、民間部門

における積極的な投資につながったという歴史的な経緯がある。図表11のとおり、1958年か

ら始まった戦後賠償資金は、累計金額800億円超となり、インフラ建設や船舶・車両の供給

等に用いられ、民間進出の足掛かりになった。また、インドネシアにとって、日本は最大の

ODA供与国であり、日本にとってインドネシアは最大のODA受取国となっている。 

さらに、民間部門においても、日本とインドネシアの経済交流は大きく、日本からインド

ネシアへの直接投資は、1960年代の規制緩和以降進展している。図表12が示すとおり、1980

年代半ば以降、特に自動車分野の投資が活発化したほか、近年では発電所建設における投資

が増加している。また、貿易においても、インドネシアにとって日本は長年にわたり主要相

手国であり続けてきた。例えば、日系の自動車OEM（Original Equipment Manufacturing）は、

50年以上前からインドネシアにて事業展開しており、9割超の業界シェアを誇っている。そ

して、サプライチェーンを現地化する過程で、インドネシアの経済と雇用に貢献してきた。 

 

図表11 日本からインドネシアへの公的供与 

 
（出所）外務省、国際協力機構より筆者作成 
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図表12 日本からインドネシアへの経済貢献 

 
（注） 中国、韓国、インドは1989年以降のデータのみ 
（出所）国際協力銀行、インドネシア投資調整庁、インドネシア中央統計庁、世界銀行より筆者作成 

 

しかし、近年では中国・韓国勢のプレゼンスが向上しており、直接投資額では2018年以降、

日本は中国を下回り、直近では韓国も肉薄している（図表13）。中国は、電池工場やニッケ

ル関連事業で近年多額の投資を行っているほか、韓国は、K-POP等のソフトパワー輸出が進

んでいる。中国の自動車業界では、日本・韓国の事例から学びつつ、政府が海外での投資環

境を整備し、民間の進出を後押ししている。例えば、タイにおいて中国系の企業の進出が進

み、一部の日系企業はそれに押されるかたちで撤退、という事態も起こっており、インドネ

シアについても、今後同様のことが起こる可能性が高いと考えられる。 

 

図表13  インドネシアへの直接投資の動向 

 

（出所）インドネシア中央統計庁、日本貿易振興機構、各社HPより筆者作成 

 

 以上をまとめると、インドネシアはASEAN随一の大国として伝統的な全方位・非同盟政

策の下、産業の高付加価値化を推し進めており、その中で投資機会を捉えた中国・韓国のプ
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レゼンスが高まっている。一方、経済大国としての影響力が相対的に弱まりつつある日本は、

中長期的な先進国入りを掲げるインドネシアと共に成長する“伴走者”としての役割を目指

すことが重要となる。 

 

(2) 現状の日本の立ち位置を踏まえた提言 

 本節では、これまでの説明を踏まえ、今後の日本が取り得る戦略を3点提言する。 

 1点目が、日本が強みをもつ分野での連携として、政府枠組みを通じた脱炭素関連の協業

である。図表14のとおり、日本・ASEAN諸国政府は、アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）

を立ち上げ、経済成長とカーボンニュートラルの両立に向け、ルール整備に取り組んでおり、

在インドネシア日系企業もMOU（基本合意書）等、協力案件に参加している。AZECでは、

経済成長による発電需要の増加とCO2排出削減の両立に向け、協力プロジェクトが進行して

いる。 

 

図表14 政府枠組みを通じた脱炭素関連の協業 

 

（出所）経済産業省、各種報道をもとに筆者作成 

 

 2点目が、特定技能人材の受け入れによる潜在労働力の活用である。図表15のとおり、日

本国内の人材不足解消を目的とし、特定技能在留インドネシア人の新規受入数は増加傾向

となっている。インドネシア政府は、日本の規律正しさ、技術力の高さを通じて、インドネ

シア人労働者の競争力が高まるとの期待を示している。足もと日系企業の動きとして、例え

ば、イオン㈱は、2024年から特定技能の対象となった飲食料品製造分野等において、2030年

までに約4,000名を新規受入れ予定の他、パーソルHDは、2026年度までに農業系公立学校の

候補者1,000名を育成予定としている。 
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図表15 特定技能人材の受け入れ 

 
（出所）出入国在留管理庁、各社HPより筆者作成 

 

 3点目が、サプライチェーンの川下の高付加価値化（以下、「下流化」という）対象品目の

加工である。図表16のとおり、インドネシアでは、「下流化」を推進しており、日系企業も

「下流化」に資する事業への参入が検討される。2024年11月、インドネシアの投資省によっ

て同政策の2040年までのロードマップが完成（詳細未公表）しており、対象産業と対象品目

が設定されている。「下流化」に関する日系企業の事例として、鉄鋼製造分野における電炉

操業技術を活用した形鋼事業や、エビ・カニなど海産物の加工技術を有する事業者と原料サ

プライヤーとの協業、ココナッツ由来の木炭を利用したシャンプーや歯磨き粉等、日用品製

造への応用が挙げられている。 

 

図表16 インドネシアの「下流化」と取組 

 
（出所）各種報道、各社HPより筆者作成 
 
 

―　179　―



 以上、3点にわたって日本が取り得る戦略を説明したが、重要なのは、これらの施策を官

民一体となって進めることである。日系企業からは、日本政府による国内外双方への働きか

けを期待する声も多く、大きく2つの要望がある。1つ目が、事業展開を促進すべくインドネ

シア政府との対話を実施することで、会社設立時の最低資本金の引下げや、日本が強みを持

つ分野での税制面での優遇、企業のもつ技術のPRやニーズの情報交換である。2つ目が、海

外進出時における支援内容・体制の明確化・強化で、海外ビジネス支援の案内窓口を省庁横

断にて設置することや、ファイナンスの枠組みの新規創出、民間金融・コンサル等を通じた

支援内容の広報が期待されている。 

 

4．おわりに 

 

 本稿では、前半でSMBCグループのグローバル事業部門の紹介と、マルチフランチャイズ

戦略についての説明をおこない、後半でインドネシアにおけるビジネス環境の概要、インド

ネシアと日本・中国・韓国との関わり、並びに現状の日本の立ち位置を踏まえた戦略提案を

おこなった。インドネシアをはじめ、東南アジアにとって、日本はこれまで重要な地位を占

めてきたが、近年は中国や韓国のプレゼンスが増している。そうした中で、民間企業だけで

は立ち行かない部分も多くあり、その点について、官民一体で進めていくことが今後より一

層重要になると考えている。 
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